令和　　年　　月　　日

循環型社会推進課長　宛

（ 佐賀市清掃工場 ）
草類等の搬入許可について（依頼）

　標記の件について，下記のとおり依頼します。なお，搬入については，裏書「草類等の搬入許可条件について」を遵守します。
記

１．搬　入　期　間　　　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

２．搬　　入　　物　　　　　　　草　　類　　・　　剪定くず

３．搬入予定量　　　合計　　　　　　　kg

４．搬入車両
５．搬入物発生場所

６．搬入経路
７．搬入計画
８．焼却処理理由
搬　入　者　：　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　会 社 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　連 絡 先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
管　理　者　：　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　会 社 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　                連 絡 先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

裏書
草類等の搬入許可条件について
記

1． 搬入に際しては，市職員の指示に従うこと。

2． 受入を許可する搬入物は，佐賀市内で発生した刈草に限る。

3． １日当りの搬入量は，市職員が指示した数量を超えないように調整すること。
4． 刈草は，乾燥させ土砂等の異物が混入しないよう十分注意を払い、運搬時は
飛散防止に努めること。
　注）乾燥させた刈草を圧縮するなど成型した状態での搬入は出来ません。

　　（完全に焼却できないため焼却炉運転に支障をきたします。）

5． 受入を許可する剪定くずは，長さが１ｍ以内，直径１０cm以内とする。

6． 佐賀市が規定する事業系搬入物の処理手数料を負担すること。

800円／50kgまで，1200円／50kgから100kgまで（以降　600円／50kg毎）
　　※搬入車両は２ｔ・４ｔダンプに限る。

7． 処理手数料は，搬入時に即納すること。

8． 搬入を許可する日時は，祝日および年末年始を除く，月曜，火曜，木曜及び金曜の８時３０分から１１時３０分、１３時００分から１６時３０分までとする。
注）計量カード交付事業者は、上記時間を9時００分から１１時３０分、１３時３０分から１６時００分までとする。

9． 搬入に際しては、受付印押印済みの表書「草類等の搬入許可について（依頼）」の写しを提示すること。

10． 以下の場合は，今後の搬入を認めない場合がある。

(1) 上記の事項に違反した場合。

(2) 通常の廃棄物処理に支障が生じる恐れがある場合。
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